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    京都市（市役所）における工事に係る主要種目の等級格付の概要（令和８年度格付） 

 

１ 概要 

 京都市（市役所）の工事に係る入札参加有資格者のうち、主要７種目に登録し、京都市内に本店（主

たる事務所（建設業許可上の主たる営業所））がある中小企業を対象に、等級格付を行っています。 

対象種目 土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事、解体工事 

※ 格付は１種目のみ可能です。（土木工事・建築工事・舗装工事の組合せに限り、複数種目で格付できます。） 

 

２ 格付の方法 

 格付期間（４月から翌年３月まで）の前年度（以下「前年度」といいます。）の秋に申請を受け付け、

次の点数を合計した総合点数等により格付を行い、等級と総合点数を前年度末にお知らせします。 

 

(1) 経営事項に係る点数 

 前年度１０月末において、国又は京都府からの結果通知書があり、かつ、有効期間（決算日から

１年７か月間）内である経営事項審査に係る総合評定値 

総合評定値×１ 

※ 結果通知書が前年度１１月１日以降の日付である場合は、格付申請に使えません。 

※ ３月３１日決算である場合は、経営事項審査の有効期間は１年７か月後の１０月３０日までで、１０月末

時点では無効ですから、その直後の格付申請に使えません。 

※ 格付種目と同じ名称の「建設工事の種類」が対象です。 

 

(2) 京都市評価事項に係る点数 

ア 前年度１０月末までの６年７か月間に工期を終えた京都市（市役所・住宅供給公社）発注工事

（対象種目に係るもの）の成績の平均 

（成績の平均（小数点以下切捨て）－６０）×３ 令和９年度格付から×２で算定 

※ 成績の平均が６０未満である場合は、マイナスで評価します。 

※ 令和８年度格付では、工期末が平成３１年４月～令和７年１０月に工期を終えた工事です。（新規登録・

追加登録した種目では、それ以降に工期を終えた工事に限ります。） 

※ 随意契約、単価契約を除きます。（ただし、２４時間３６５日の緊急対応が必要な「公共土木施設補修

工事及び業務委託」（単価契約）は、対象とします。） 

※ 工事に類する業務委託を除きます。（ただし、造園工事種目では、通年で実施する工事に類する業務委

託（街路、公園、河川における樹木育成管理に係るもの）を対象とします。） 

※ 格付種目と同じ名称の種目の工事が対象です。（ただし、土木工事種目では、土木工事種目、鋼橋梁工

事種目及びＰＳＣ工事種目の工事が対象です。また、「公共土木施設補修工事及び業務委託」（単価契約）

は、土木工事と舗装工事が混在するため、土木工事種目・舗装工事種目で共に対象とします。） 

※ 工期末が５年１０月以前の成績は、単純平均します。（小数点以下切捨て） 

（例） Ａ工事の成績 ＋ Ｂ工事の成績 

２ 

◇ Ａ工事７０点、Ｂ工事８０点の場合は、単純平均により７５点と評価 

※ 工期末が５年１１月以降の成績は、契約金額（ＪＶでは出資比率であん分）と常用対数（底を１０とす

る対数）を用いて加重平均します。（小数点以下切捨て） 

（例） Ｃ工事の log10（契約金額÷100,000）×成績 ＋ Ｄ工事の log10（契約金額÷100,000）×成績 

    Ｃ工事の log10（契約金額÷100,000）    ＋ Ｄ工事の log10（契約金額÷100,000） 

◇ Ｃ工事１千万円７０点、Ｄ工事１億円８０点の場合は、対数加重平均により７６点と評価 

◇ 「公共土木施設補修工事及び業務委託」（単価契約）は、落札金額（総価）（ＪＶ出資比率であん分）

の２分の１を土木工事種目の契約金額、残額を舗装工事種目の契約金額とみなします。 

※ １２年度格付までは、単純平均と加重平均を併用します。（小数点以下切捨て） 

（例） Ａ工事・Ｂ工事の単純平均×２ ＋ Ｃ工事・Ｄ工事の対数加重平均×２ 

４ 
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イ 令和５年１０月末までに契約した京都市（市役所・住宅供給公社）発注工事（対象種目に係る

もの）の１件最高施工額（当初契約金額） 

 評価点 備考 

１００百万円以上  １４０点 ８年度格付まで評価 

 ９０百万円以上 １００百万円未満 １３０点 

８０百万円以上 ９０百万円未満 １２０点 ９年度格付まで評価 

 ７０百万円以上 ８０百万円未満 １１０点 

６０百万円以上 ７０百万円未満 １００点 １０年度格付まで評価 

 ５０百万円以上 ６０百万円未満 ９０点 

４０百万円以上 ５０百万円未満 ８０点 １１年度格付まで評価 

 ３０百万円以上 ４０百万円未満 ７０点 

２０百万円以上 ３０百万円未満 ６０点 １２年度格付まで評価 

 １０百万円以上 ２０百万円未満 ５０点 

９百万円以上 １０百万円未満 ４５点 

８百万円以上 ９百万円未満 ４０点 １３年度格付まで評価 

７百万円以上 ８百万円未満 ３５点 

６百万円以上 ７百万円未満 ３０点 

５百万円以上 ６百万円未満 ２５点 

４百万円以上 ５百万円未満 ２０点 

３百万円以上 ４百万円未満 １５点 

２百万円以上 ３百万円未満 １０点 

１百万円以上 ２百万円未満 ５点 

 １百万円未満 ０点  

※ 令和５年１１月以降の契約は評価しません。 

※ 評価点の上限を段階的に引き下げ、令和１３年度格付を最後にこの項目を廃止します。 

※ 随意契約、単価契約を除きます。 

※ 工事に類する業務委託を含みます。 

※ ＪＶの場合は、出資比率であん分します。 

 

ウ 京都市（市役所）の対象種目の入札参加資格の継続年度数 

 評価点 

５１年以上  ５０点 

４１年以上 ５１年未満 ４０点 

３１年以上 ４１年未満 ３０点 

２６年以上 ３１年未満 ２５点 

２１年以上 ２６年未満 ２０点 

１６年以上 ２１年未満 １５点 

１１年以上 １６年未満 １０点 

６年以上 １１年未満 ５点 

４年以上 ６年未満 ３点 

 ４年未満 ０点 

※ 格付種目と同じ名称の種目の参加資格が対象です。 

 

エ 前年度１０月末までの１年間の京都市（市役所・住宅供給公社）の競争入札参加停止期間 

参加停止月数（１か月未満切上げ）×▲１０点 （上限▲３６０点） 
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オ ＳＤＧｓに資する取組 

 

         

        
▊ 前年度１０月末時点での対象種目に係るＩＳＯ９０００シリーズの認証取得 

１０点 

※ 格付種目に係る部署等が認証対象である必要があります。 

 

▊ 前年度１０月末時点で官公需適格組合として中小企業庁の証明を受けている組合 

１０点 

 

▊ 前年度１０月末時点での対象種目に係るＫＥＳ又はＩＳＯ１４０００シリーズの認証取得 

１０点 

※ 格付種目に係る部署等が認証対象である必要があります。 

 

▊ 前年度６月１日時点での障害者法定雇用率の達成 

１０点 

 

▊ 前年度１０月末時点での災害発生時応急協定締結団体への加入 

１０点 京都市（市役所）と締結している団体に加入している場合 

５点 京都市（市役所）と締結せず、京都府と締結している団体に加入している場合 

※ 防災活動に一定の役割を果たす必要があります。 

 

▊ 前年度１０月末時点での次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届

出 

５点 

 

▊ 前年度１０月末時点で結果通知を受けている経営事項審査に係る提出書類における対象種目

に係る監理技術者、施工管理技士、１級・２級建築士の資格を有する女性技術者の雇用 

５点 

※ 格付種目に係る部署等の女性技術者が対象です。 

 

▊ 前年度１０月末までの４年７か月間の暴力団不当要求防止責任者講習の受講 

１０点 

※ 令和８年度格付では、受講日が令和３年４月～令和７年１０月です。 

 

▊ 前年度１０月末時点での京都市消防団協力事業所の認定 

１０点 
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▊ 経営事項審査時点での建設機械の保有又はリース（土木工事・舗装工事のみ） 

５点 ２台以上の場合 

３点 １台の場合 

 

(3) 点数以外の要件 

ア 前年度１０月末時点での対象種目に係る特定建設業許可 

 土木工事 建築工事 電気工事 管工事 舗装工事 造園工事 

Ａ等級 特定 特定 特定 特定 特定 特定 

Ｂ等級 特定 特定 特定 特定 特定  

Ｃ等級 特定 特定     

 

イ 前年度１０月末時点で結果通知を受けている対象種目に係る経営事項審査に係る提出書類にお

ける監理技術者数 

 土木工事 建築工事 電気工事 管工事 舗装工事 造園工事 

Ａ等級 ５人以上 ５人以上 ２人以上 ２人以上 ２人以上 ２人以上 

Ｂ等級 ２人以上 ２人以上 １人以上 １人以上 １人以上  

Ｃ等級 １人以上 １人以上     

※ 監理技術者は、監理技術者講習を受講している必要があります。 

 

ウ 昇格・降格等の取扱い 

格付待機期間  京都市内に本店（主たる事務所（建設業許可上の主たる営業所））を有する

中小企業として対象種目に登録した年度・翌年度（舗装工事種目の場合は翌々

年度も）は格付を行いません。 

※ 待機期間中も申請を受け付け、審査します。要件を満たさない場合は、待機期間

を延長します。結果通知は行っておりません。 

新規格付等級  新たに格付を行う場合は、最下位の等級とします。 

昇格先等級・ 

降格先等級 

 昇格・降格は、１等級以内で行います。（参加停止、特定建設業許可・監理

技術者数不充足による降格時を除く。） 

昇格要件  前年度の在籍等級及びそれより上位の等級を対象（注）とした京都市（市

役所・住宅供給公社）発注工事の前年度１０月末までの６年７か月間の受注

実績がない場合は、昇格しません。 

※ 例えば、令和７年度にＢ等級だった場合は、平成３１年４月～令和７年１０月に

Ａ等級及びＢ等級を対象とした工事を落札・契約していなければ、昇格しません。 

※ 随意契約、単価契約を除きます。 

※ 工事に類する業務委託を含みます。 

※ 格付種目と同じ名称の種目の工事が対象です。 

注 入札不調等を防ぐため、予定価格に対応した等級に加え、その直近下位又は直近

上位の等級の参加を認めた案件を直近下位又は直近上位の業者様が受注した場合

でも、予定価格に対応した等級の実績として評価します。 

昇格なし  昇格の必要・効果が少ない場合は、昇格しないことがあります。 

格付なし  格付の要件を満たさない場合は、格付を行いません。格付の必要・効果が

少ない場合は、格付を行わないことがあります。 

 その後、翌年度に格付の要件を満たした場合は、１等級降格して格付を行

います。 

参加資格（登

録）なし 

 令和８～１１年度の参加資格（登録）の要件を満たさない場合は、参加資

格（登録）を更新せず、７年度末で参加資格（登録）を失います。 

※ 参加資格（登録）期間の途中にその要件を満たさないことが判明した場合は、参

加資格（登録）を取り消し、又はそれに代えて参加停止措置を行います。 
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３ 競争入札における等級ごとの予定価格の範囲 

 等級 予定価格（税込）の範囲 

土木工事 Ａ １８０百万円以上  

 Ｂ ９０百万円以上 １８０百万円未満 

 Ｃ ６０百万円以上 ９０百万円未満 

 Ｄ ４０百万円以上 ６０百万円未満 

 Ｅ ２０百万円以上 ４０百万円未満 

 Ｆ １０百万円以上 ２０百万円未満 

 Ｇ  １０百万円未満 

建築工事 Ａ ３５０百万円以上  

 Ｂ １００百万円以上 ３５０百万円未満 

 Ｃ ５０百万円以上 １００百万円未満 

 Ｄ ２０百万円以上 ５０百万円未満 

 Ｅ  ２０百万円未満 

電気工事 Ａ １００百万円以上  

 Ｂ ３０百万円以上 １００百万円未満 

 Ｃ １０百万円以上 ３０百万円未満 

 Ｄ  １０百万円未満 

管工事 Ａ １００百万円以上  

 Ｂ ３０百万円以上 １００百万円未満 

 Ｃ １０百万円以上 ３０百万円未満 

 Ｄ  １０百万円未満 

舗装工事 Ａ ６０百万円以上  

 Ｂ ３０百万円以上 ６０百万円未満 

 Ｃ １０百万円以上 ３０百万円未満 

 Ｄ  １０百万円未満 

造園工事 Ａ ４０百万円以上  

 Ｂ ２０百万円以上 ４０百万円未満 

 Ｃ １０百万円以上 ２０百万円未満 

 Ｄ  １０百万円未満 

解体工事 Ａ ２０百万円以上  

 Ｂ  ２０百万円未満 

※ 原則として、予定価格に応じた等級に格付けられた業者様が入札に参加できます。 

※ 等級ではなく、総合評定値、同種工事の施工実績等を入札参加要件とすることがあります。 

※ 入札不調を防ぐため、予定価格に対応した等級に加え、その直近下位又は直近上位の等級の参加を認める

ことがあり得ます。 


